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【重要文化財】明国劄付（万暦23年２月４日　上杉景勝宛）(部分）
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明冠服類

基調
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10.９土 13：00～16：30　伝国の杜２階大会議室
入場料／1,000円　当日会場にて申し受けます

１.美術工芸品の継承と修理、その特質　　
文化庁文化財第一課文化財調査官（歴史資料部門）　地主智彦氏

２.劄付と明冠服類の指定と保護
宮内庁三の丸尚蔵館主任研究官　髙梨真行氏

３.上杉家における染織品の伝来と今後の継承に向けて
　・明冠服の伝来と上杉家における染織品の保存　　
　　文化庁文化財第一課文化財調査官（工芸品部門）　伊東哲夫氏
　・明冠服類の修理
　　株式会社松鶴堂修理技術部染織担当課長　城山好美氏
４.パネルディスカッション｢今後の保存・活用、文化財の継承への展望」
コーディネーター／上杉神社稽照殿学芸員　角屋由美子

上杉神社稽照殿学芸員上杉神社稽照殿学芸員　角屋由美子
７.30金、８.20金、９.10金、10.１金
いずれも14：00～
※上杉神社稽照殿にて開催、入館料が必要。内容は各回同様です。

主催／宗教法人 上杉神社シンポジウム・ギャラリートーク 申し込み受付／７.１木～（上杉神社　社務所まで）

〒992-0052　米沢市丸の内１‒４‒13
TEL 0238-22-3189　FAX 0238-24-5775(上杉神社 社務所）

上杉神社 稽照殿
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(文禄五年上杉景勝受贈)
一括

申し込み

先着80名

各回申し込み

先着10名
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｢文化財の修理と継承　
　―劄付、明冠服類の指定と文化財修理―」



▲桑野弘月 筆　上杉景勝肖像（部分）

明国劄付上杉景勝宛  一幅
み ん 　 こ く 　 　 さ っ ぷ

さいかくたい くつ さ　ぼう

み ん 　 か ん 　 ぷ く 　 る い

明冠服類(文禄五年上杉景勝受贈)一括
　全国統一を果たした豊臣秀吉は明（中国）征服をめざして朝鮮に出兵すべく、
文禄元年（1592）、全国の大名たちを動員しました。上杉景勝も天正 20 年（文禄元
年）３月に越後春日山城（新潟県上越市）を出て、京都経由にて４月 21 日、前線基地
である肥前名護屋城（佐賀県唐津市）に着陣しました。景勝は１年以上の在陣を経
て、文禄２年（1593）６月に渡海し、日本軍駐留のための熊川城（大韓民国昌原市鎮
海区）普請の任にあたり、９月に帰国しています。
　文禄の役と呼ばれる朝鮮侵略の戦いは文禄２年に休戦となり講和交渉が進めら
れました。文禄５年（1596）、日本と明国の間での和平交渉に際し、来日した明国使
節は豊臣秀吉を日本国王に冊封し冠服類を下賜しました。同時に上杉景勝はじめ
徳川家康、毛利輝元、前田利家ら秀吉の重臣たちにも、それぞれの地位に応じ劄付
と冠服が与えられました。劄付は上杉景勝を明国の武官である「都督同知」に任じ
るという辞令書です。
　秀吉家臣宛の劄付と冠服が一括で伝来するのは、上杉景勝のものが唯一の事例
です。すでに上杉神社蔵の重要文化財服飾類の一部でしたが、近年の日明間の外交
史研究上、重要な位置づけとなる遺品として、平成 30 年 10 月、劄付を本指定とし
て冠服とともに歴史資料分野の重要文化財となりました。
　また、冠服付属品である犀角帯・靴・紗帽の痛みが激しかったことから、令和元
年～２年度に修理を行いました。景勝が身に着けて出席した大坂城での儀式の証
をごらんください。
※上杉景勝公、直江兼続公、上杉鷹山公は、松岬神社の御祭神ですが、尊称を略しています。

◆その他主な展示資料
金小札浅黄糸威二枚胴具足（直江兼続所用）／勝色威二枚胴具足（上杉鷹山所用）／
【米沢市指定文化財】大般若経　五百九十六帳　附経櫃三合

アクセス
●JR米沢駅から２km　 
●市内循環バス「上杉神社前」下車
●市内循環バス南回り路線「九里学園」下車
●東北中央自動車道米沢中央 ICから約４km

入館料
一　般／ 700 円（650 円）
高大生／ 400 円（350 円）
小中生／ 300 円（250 円）
※（　）は 20 名以上の団体料金
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▲【重要文化財】大太刀　無銘　元重

◀【山形県指定文化財】

　紫糸威伊予札五枚胴具足(上杉景勝所用）

▲【重要文化財】太刀　銘　助宗

▲文禄４年８月３日　御掟
　(徳川家康・宇喜多秀家・上杉景勝・前田利家・毛利輝元・小早川隆景署判）
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重要文化財指定「犀角帯・靴・紗帽」修理  記念
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▲【重要文化財】
　明国劄付（万暦23年２月４日　上杉景勝宛）
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